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そ
も
そ
も 

　「
関
川
村
総
合
計
画
」
っ
て
？ 

 

　
総
合
計
画
は
、
村
の
将
来
目
標

と
そ
れ
を
達
成
す
る
た
め
の
あ
ら

ま
し
を
定
め
た
も
の
で
す
。
第
五

次
総
合
計
画
は
、
少
子
高
齢
化
の

急
激
な
進
展
、
過
疎
化
の
進
行
、

財
政
の
ひ
っ
迫
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

な
課
題
を
抱
え
る
わ
た
し
た
ち
の

村
が
、
今
後
ど
の
よ
う
に
村
づ
く

り
を
進
め
て
い
く
の
か
を
示
す
指

針
と
な
る
も
の
で
す
。 

　
総
合
計
画
は
村
の
最
上
位
の
計

画
で
、
基
本
構
想
・
基
本
計
画
・

実
施
計
画
の
三
部
構
成
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
基
本
計
画

部
分
に
つ
い
て
現
在
、
策
定
を
進

め
て
い
ま
す
。 

　
計
画
の
内
容
は
、
関
川
村
む
ら

づ
く
り
基
本
条
例
の
考
え
方
に
基

づ
き
、
自
立
の
村
づ
く
り
を
進
め

る
に
あ
た
り
、
次
の
五
項
目
を
中

心
に
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。 

①
健
康
づ
く
り 

②
人
口
減
少
抑
制
対
策 

③
集
落
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
役
割 

④
人
材
の
育
成 

⑤
ス
ロ
ー
ラ
イ
フ
運
動
の
展
開 

  

　計
画
の
期
間
は
？ 

 

　
計
画
期
間
は
、
基
本
構
想
が
十

年
間
、
基
本
計
画
が
前
期
・
後
期

そ
れ
ぞ
れ
五
年
間
、
実
施
計
画
は

三
年
間
で
毎
年
見
直
す
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。 

  

　後
期
計
画
策
定
の 

　
　

進
捗
状
況
は
？ 

 

　
昨
年
十
一
月
、
第
一
回
目
の
村

総
合
振
興
審
議
会
を
開
催
し
、
会

長
等
の
決
定
や
策
定
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
確
認
し
ま
し
た
。
審
議
会
会

長
は
、
互
選
に
よ
り
阿
部
十
一
さ

ん
（
荒
川
台
）
が
選
ば
れ
ま
し
た
。 

　
策
定
に
あ
た
り
、
村
で
後
期
計

画
の
案
を
作
成
し
、
そ
の
後
、
十

二
月
二
十
七
日
、
そ
の
案
を
平
田

大
六
村
長
か
ら
阿
部
十
一
会
長
へ

諮
問
し
、
審
議
を
お
願
い
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。 

　
村
総
合
振
興
審
議
会
に
は
、
三

つ
の
部
会
（
地
域
振
興
部
会
・
住

民
生
活
部
会
・
行
財
政
部
会
）
が

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
分
か
れ
て
検

討
し
て
い
ま
す
。
地
域
振
興
部
会

は
、
農
林
水
産
業
・
商
工
観
光
・

交
通
・
通
信
な
ど
に
関
す
る
項
目

を
、
住
民
生
活
部
会
は
、
教
育
・

健
康
づ
く
り
・
医
療
・
福
祉
な
ど

に
関
す
る
項
目
を
、
行
財
政
部
会

は
、
村
民
参
加
・
行
財
政
運
営
に

関
す
る
項
目
に
つ
い
て
審
議
を
し

て
い
ま
す
。 

　
現
在
策
定
し
て
い
る
の
は
、
基

本
計
画
（
後
期
計
画
部
分
）
で
す

が
、
当
初
の
計
画
策
定
か
ら
五
年

が
経
ち
、
す
で
に
事
業
と
し
て
終

了
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
た
め
、

基
本
構
想
も
修
正
が
必
要
と
な
っ

て
い
ま
す
。 

 

　
基
本
計
画
の
中
に
は
「
地
区
別

計
画
」
「
集
落
活
性
化
計
画
」
が

位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
「
地

区
別
計
画
」
と
は
、
村
内
九
つ
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
組
織
ご
と
の
地
域

づ
く
り
計
画
の
こ
と
で
「
集
落
活

性
化
計
画
」
と
は
、
村
内
五
十
四

集
落
ご
と
の
集
落
活
性
化
方
針
を

定
め
た
計
画
の
こ
と
で
す
。 

　
こ
れ
ら
の
計
画
に
つ
い
て
も
、

各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
集
落
に
見
直

し
作
業
を
お
願
い
し
て
い
る
と
こ

ろ
で
す
。
計
画
作
り
を
通
し
て
、

地
域
の
連
携
を
深
め
、
地
域
の
再

発
見
、
今
後
の
運
営
方
針
な
ど
、

地
域
を
見
直
す
き
っ
か
け
と
な
る

こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。 

第5次関川村総合計画 
現在、後期計画を策定しています 

総合計画の構成図 

基本構想　10年間 
（平成18年度～27年度） 

前期計画　５年間 
（平成18年度～22年度） 

実施計画 
（年度ごとに具体化した計画） 

後期計画　５年間 
（平成23年度～27年度） 
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平
成
二
十
二
年
中
に
村
上
警
察

署
管
内
で
発
生
し
た
交
通
事
故
の

状
況
が
ま
と
め
ら
れ
ま
し
た
。 

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
村
上
警
察
署

管
内
の
死
者
数
は
前
年
に
比
べ
四

人
減
少
し
た
も
の
の
、
人
身
事
故

の
発
生
件
数
は
前
年
よ
り
十
四
件

増
加
し
、
負
傷
者
数
も
増
え
ま
し

た
。 

　
一
方
、
村
内
で
は
死
亡
事
故
が

五
年
連
続
で
ゼ
ロ
。
発
生
件
数
は

前
年
と
同
じ
十
九
件
で
し
た
が
、

こ
れ
は
過
去
二
十
年
間
で
最
も
少

な
い
数
字
で
す
。 

　
村
内
で
の
交
通
事
故
発
生
件
数

は
平
成
二
十
年
以
降
、
年
々
減
少

し
て
い
る
も
の
の
、
村
上
警
察
署

管
内
で
は
発
生
件
数
が
増
加
し
、

県
全
体
で
は
死
者
数
が
増
加
し
て

い
ま
す
。
ド
ラ
イ
バ
ー
も
歩
行
者

も
交
通
ル
ー
ル
を
守
り
、
交
通
安

全
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

平成22年 

交
通
事
故
の
状
況 

村
内
で
の

死
亡
事
故
は 

　
　
　
５
年
連
続
ゼ
ロ 

○交通事故による死者数が昨年の半数に減少 
　（昭和29年以降、３番目に少ない人数） 

○全事故に占める高齢者事故の割合が減少 
　（減少率11.7％） 

○信号無視や歩行者妨害など悪質危険違反を伴う交
　通事故が増加（増加率28.0％） 

○脇見運転等による追突事故が増加し全事故の約３
　割を占める（増加率11.0％） 

○県道や市村道など生活道路での事故が全体の半数
　を占める（増加率4.3％） 

○負傷者（運転者）のシートベルト着用率が向上 
　（負傷者着用率97.4％） 

村上警察署管内の交通事故の特徴 

平成22年　交通事故発生状況 

全　　　　国 

新 潟 県 内 

村上警察署管内 

関　川　村 

年 

H22 

H21 

増減 

H22 

H21 

増減 

H22 

H21 

増減 

H22 

H21 

増減 

発生件数(件) 

724,811 

736,688 

－11,877 

10,011 

10,589 

－578 

291 

277 

14 

19 

19 

0

死者数(人) 

4,863 

4,914 

－51 

126 

113 

13 

4 

8 

－4 

0 

0 

0

負傷者数(人) 

894,281 

910,115 

－15,834 

12,244 

12,989 

－745 

390 

352 

38 

27 

29 

－2

　新しい高齢運転者標識は、四葉のクローバーをモチー
フとし、シニアの「Ｓ」を図案化したデザインで、黄色
や緑などの配色により、若々しく元気な高齢者のイメー
ジを表現しています。 

◆高齢運転者標識は、車の前方および後方から見やすい
　よう表示しなければなりません。 
◆高齢運転者標識を表示した車に対し、幅寄せや割込み
　をしてはなりません。 
　　罰　則／５万円以下の罰金 
　　違反点／１点 
　　反則金／6,000円（普通自動車の場合） 

当分の間、　　も使用できます。新しい高齢運転者標識はホームセンター等で購入できます。 
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